
近畿農政局「消費者の部屋」

食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるもので
あり 、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実現することができる人間を育てることです。

今回の「消費者の部屋」展示では、近畿農政局における食育活動についてパ
ネルとパンフレットの展示によりご紹介します。

「食べること」は「生きること」、この機会に、できることから

実践してみませんか。

近畿農政局食育ウェブサイト【お問い合わせ先】
近畿農政局 消費・安全部消費生活課 電話：075-414-9771（直通）
担当者：消費者の部屋については、消費者の部屋・出展担当

：展示内容については、食育担当

●期間：令和7年１２月１日（月曜日）～ １２月２５日（木曜日）
月曜日～金曜日：8時30分～17時00分
（土・日を除きます。初日は13時から、最終日は正午までとなります。）

●場所：近畿農政局1 階「消費者の部屋」展示コーナー
京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

        地下鉄「丸太町」駅下車 徒歩15分（京都府庁西隣り）

食育動画配信中！
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